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令和７年度 川西町省エネ家電買換え促進キャンペーンについて 

 

１ 事業名 

令和７年度川西町エネルギー価格高騰対策省エネ家電買換え促進事業 

 

２ 事業目的 

川西町では、家庭におけるエネルギー等の物価高騰による経済的負担の軽減を図る

とともに、エネルギー使用に伴い発生する温室効果ガス排出量の削減を図るため、省エ

ネルギー性能の優れた家電製品へ買換えを行った町民に対し、予算の範囲内で川西町

デコ活応援券を交付する事業を実施する。 

 

３ 事業内容 

（１）名称 

  令和７年度 川西町省エネ家電買換え促進キャンペーン 

（２）期間 

  ①購入・設置対象期間 令和７年４月１日（火）～令和７年１２月２６日（金） 

  ②応募期間      令和７年５月１日（木）～令和７年１２月２６日（金） 

※先着順に受け付け、予算上限に達した時点で終了とする。 

（３）対象製品および要件 

エアコン 電気冷蔵庫 

日本産業規格（ＪＩＳ規格）Ｃ９９０１

に基づく２０２７年度を目標年度とする

省エネルギー基準達成率が１００％以上

のもの 

日本産業規格（ＪＩＳ規格）Ｃ９９０１

に基づく２０２１年度を目標年度とする

省エネルギー基準達成率が１００％以上

のもの 

※対象商品の確認方法は、３ページの「対象製品の確認方法について」を参照すること。 

＜共通要件＞ 

  〇町内の店舗又は事業所において購入したものであること。（インターネット・通信販

売等による購入は対象外） 

  〇令和７年４月１日から令和７年１２月２６日までの間に購入・設置したものである

こと。 

  〇１台あたりの本体購入価格が税抜１０万円以上のものであること。（設置に要する工

事・部品・付帯設備等の費用・運搬料、既設機器の撤去・リサイクル処分に要する費

用等は対象外） 

  〇川西町内の自宅で使用するものであること。（業務用は対象外） 

  〇現在使用しているエアコン又は電気冷蔵庫を特定家庭用機器再商品化法の規定に基

づきリサイクル処理を行い、同種の対象製品に買い替えたものであること。 

  〇新品かつ未使用品であること。 

  〇購入したものであること。（リース品・レンタル品は対象外） 

  〇製造事業者による製品保証があること。 

〇国、地方公共団体その他の団体による他の補助を受け購入するものでないこと。 

（４）対象者 

  応募日において、川西町内に住民登録をしていること。 

※応募は、１世帯につきエアコン又は電気冷蔵庫どちらか１回限りとする。 
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（５）応募方法 

  ①川西町内の店舗又は事業所で対象製品を購入する。 

  ②川西町内の自宅に設置する。 

  ③応募用紙に必要事項を記入し、添付書類を揃えて郵送（当日消印有効）又は持参して

応募する。 

   ※応募者、購入者、使用者、家電リサイクル券排出者がすべて同じとなっていること。 

   ＜添付書類＞ 

    □ 領収書又はレシートの写し（購入日、購入した店舗等の名称又は販売者名、

購入機種名又は型式番号、購入費用及びその内訳が記載されたもの） 

    □ 製造業者が発行した製品保証書の写し 

    □ 既設機器をリサイクル処理したことが分かる特定家庭用機器廃棄物管理票等

の写し（家電リサイクル券排出者控の写し） 

    □ 対象製品設置に係る証明書又は誓約書 

   ※応募後、何らかの理由により応募を取り下げるときは、応募月の翌月１０日までに

応募取下げ届出書を提出すること。 

  ④審査終了後、川西町デコ活応援券を簡易書留にて送付する。（応募後概ね２か月程度） 

（６）キャンペーン特典 

  対象家電に買い換えた者に３万円分の川西町デコ活応援券を交付する。 

※川西町デコ活応援券は、川西町が発行するデジタル地域通貨「ダリヤ Pay」を利用し

た電子商品券（QR コードを付した専用紙カード）で、ダリヤ Pay 同様町内の商店や

飲食店で利用することができる。ダリヤＰａｙの利用期間は、交付の日から令和８年

２月２８日までとする。 

（７）注意事項 

  ①本キャンペーンは、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し実施す

る。 

  ②虚偽その他不正の手段により応援券の交付を受けた場合は、キャンペーン特典相当

額の返還を求めることとする。 

 

４ 様式等 

   本キャンペーンに係る以下の様式は、川西町ホームページ（ＵＲＬ：https://www. 

town.kawanishi.yamagata.jp/kurashi/seikatsukankyo/shoene2025.html）からダウン

ロードすることができる。 

   ・応募用紙（記入例あり）       …Excel版／PDF版 

   ・対象製品設置に係る証明書又は誓約書 …Word版／PDF版 

   ・取下げ届出書            …Word版／PDF版 

   ・チラシ               …PDF版 

 

５ 問合せ先 

  川西町 住民課 環境担当 

  〒９９９－０１９３ 川西町大字上小松９７７番地１ 

  電話：０２３８－４２－６６１８  FAX：０２３８－４２－６６１４ 

 

 

https://www.town.kawanishi.yamagata.jp/kurashi/seikatsukankyo/shoene2025.html
https://www.town.kawanishi.yamagata.jp/kurashi/seikatsukankyo/shoene2025.html
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（補足）対象製品の確認方法について 

１ 対象製品 

エアコン 電気冷蔵庫 

日本産業規格（ＪＩＳ規格）Ｃ９９０１に基

づく２０２７年度を目標年度とする省エネ

ルギー基準達成率が１００％以上のもの 

日本産業規格（ＪＩＳ規格）Ｃ９９０１に基

づく２０２１年度を目標年度とする省エネ

ルギー基準達成率が１００％以上のもの 

 

 

 

 

 

 

 

２ 確認方法 

 （１）「省エネ型製品情報サイト（ＵＲＬ： https://seihinjyoho.go.jp/）」から確認する。 

 （２）エアコン又は電気冷蔵庫をクリックし、製品検索を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 （３）対象製品ごとの目標年度を確認し、省エネ基準達成率が１００％以上のものを選択する。 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

１００％以上の製品が対象 

https://seihinjyoho.go.jp/

